
広島市条例第３５号

令和７年６月２６日

広島市指定居宅サービス事業設備基準等条例の一部を改正する条例をこ

こに公布する。

広島市長 松 井 一 實

広島市指定居宅サービス事業設備基準等条例の一部を改正する

条例

広島市指定居宅サービス事業設備基準等条例（平成２４年広島市条例第

６０号）の一部を次のように改正する。

第２条第１項第３号中「附則第２条」を「附則第４条」に改め、「第４

３条、第５８条、第１０９条及び第１４０条の３２において準用する令和

６年新指定居宅サービス等基準省令第３２条に係る部分並びに令和６年新

指定居宅サービス等基準省令第２０６条において準用する令和６年新指定

居宅サービス等基準省令第２０４条に係る部分に限る。）、第３条（令和

６年新指定居宅サービス等基準省令第１４０条の３２において準用する令

和６年新指定居宅サービス等基準省令第１２８条に係る部分に限る。）及

び第４条（令和６年新指定居宅サービス等基準省令」を削る。

第３条第１項中「次に掲げる規定」を「指定居宅介護支援等の事業の人



員及び運営に関する基準（平成１１年厚生省令第３８号。以下「指定居宅

介護支援等基準省令」という。）第３０条及び第３１条」に改め、同項各

号を削る。

第４条第１項第２号中「附則第２条」を「附則第４条」に改め、「第６

１条及び第１８５条において準用する令和６年新指定介護予防サービス等

基準省令第５３条の４に係る部分並びに令和６年新指定介護予防サービス

等基準省令第２８０条において準用する令和６年新指定介護予防サービス

等基準省令第２７４条に係る部分に限る。）、第３条（令和６年新指定介

護予防サービス等基準省令第１８５条において準用する令和６年新指定介

護予防サービス等基準省令第１３６条に係る部分に限る。）及び第４条

（令和６年新指定介護予防サービス等基準省令」を削る。

第５条第１項中「次に掲げる規定」を「指定介護予防支援等の事業の人

員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支

援の方法に関する基準（平成１８年厚生労働省令第３７号。以下「指定介

護予防支援等基準省令」という。）第３２条及び第３３条」に改め、同項

各号を削る。

第７条第１項第２号中「附則第２条（令和６年新指定居宅サービス等基

準省令第３９条の３、第１０５条の３及び第１４０条の１５において準用

する令和６年新指定居宅サービス等基準省令第３２条に係る部分に限

る。）、第３条（令和６年新指定居宅サービス等基準省令第１４０条の１

５において準用する令和６年新指定居宅サービス等基準省令第１２８条に

係る部分に限る。）及び第４条」を「附則第４条」に改める。

第８条第１項第５号中「附則第２条（令和６年新指定居宅サービス等基



準省令第３２条（令和６年新指定居宅サービス等基準省令第５４条、第７

４条、第８３条、第９１条、第１０５条、第１１９条、第１４０条（令和

６年新指定居宅サービス等基準省令第１４０条の１３において準用する場

合を含む。）、第１５５条（令和６年新指定居宅サービス等基準省令第１

５５条の１２において準用する場合を含む。）、第１９２条及び第１９２

条の１２において準用する場合を含む。）及び第２０４条（令和６年新指

定居宅サービス等基準省令第２１６条において準用する場合を含む。）に

係る部分に限る。）、第３条（令和６年新指定居宅サービス等基準省令第

１２８条、第１４０条の７、第１４６条及び第１５５条の６に係る部分に

限る。）、第４条」を「附則第４条」に改める。

第１１条第１項中「次に掲げる規定」を「指定地域密着型サービスの事

業の人員、設備及び運営に関する基準（平成１８年厚生労働省令第３４号。

以下「指定地域密着型サービス基準省令」という。）第３条、第３７条の

２、第３７条の３及び第１８３条」に改め、同項各号を削る。

第１２条第１項第４号中「附則第２条（令和６年新指定地域密着型サー

ビス基準省令第３条の３２（令和６年新指定地域密着型サービス基準省令

第１８条、第３７条、第４０条の１６、第６１条、第８８条、第１０８条、

第１２９条、第１５７条、第１６９条及び第１８２条において準用する場

合を含む。）に係る部分に限る。）、第３条（令和６年新指定地域密着型

サービス基準省令第７３条及び第１７７条に係る部分に限る。）、第４条

（令和６年新指定地域密着型サービス基準省令」を「附則第４条（令和６

年改正省令第４条の規定による改正後の指定地域密着型サービス基準省令

（以下「令和６年新指定地域密着型サービス基準省令」という。）」に改



める。

第１５条第１項第３号を削る。

第１７条第１項第５号中「附則第２条」を「附則第４条」に改め、「第

２９条（令和６年新指定介護老人福祉施設基準省令第４９条において準用

する場合を含む。）に係る部分に限る。）、第４条（令和６年新指定介護

老人福祉施設基準省令」を削る。

第１８条第１項第５号中「附則第２条」を「附則第４条」に改め、「第

３１条（令和６年新介護老人保健施設基準省令第５０条において準用する

場合を含む。）に係る部分に限る。）、第４条（令和６年新介護老人保健

施設基準省令」を削る。

第１９条第１項第３号中「附則第２条」を「附則第４条」に改め、「第

３５条（令和６年新介護医療院基準省令第５４条において準用する場合を

含む。）に係る部分に限る。）、第４条（令和６年新介護医療院基準省令｣

を削る。

第２１条第１項第２号中「附則第２条（令和６年新指定介護予防サービ

ス等基準省令第１６６条において準用する令和６年新指定介護予防サービ

ス等基準省令第５３条の４に係る部分に限る。）、第３条（令和６年新指

定介護予防サービス等基準省令第１６６条において準用する令和６年新指

定介護予防サービス等基準省令第１３６条に係る部分に限る。）及び第４

条」を「附則第４条」に改める。

第２２条第１項第３号中「附則第２条（令和６年新指定介護予防サービ

ス等基準省令第５３条の４（令和６年新指定介護予防サービス等基準省令

第７４条、第８４条、第９３条、第１２３条、第１４２条（令和６年新指



定介護予防サービス等基準省令第１５９条において準用する場合を含

む。）、第１９５条（令和６年新指定介護予防サービス等基準省令第２１

０条において準用する場合を含む。）、第２４５条及び第２６２条におい

て準用する場合を含む。）及び第２７４条（令和６年新指定介護予防サー

ビス等基準省令第２８９条において準用する場合を含む。）に係る部分に

限る。）、第３条（令和６年新指定介護予防サービス等基準省令第１３６

条（令和６年新指定介護予防サービス等基準省令第１５９条において準用

する場合を含む。）及び第１９１条（令和６年新指定介護予防サービス等

基準省令第２１０条において準用する場合を含む。）に係る部分に限

る。）、第４条」を「附則第４条」に改める。

第２４条第１項第２号中「附則第２条」を「附則第４条」に改め、「第

３２条（令和６年新指定地域密着型介護予防サービス基準省令第６４条及

び第８５条において準用する場合を含む。）に係る部分に限る。）、第３

条（令和６年新指定地域密着型介護予防サービス基準省令第５３条に係る

部分に限る。）及び第４条（令和６年新指定地域密着型介護予防サービス

基準省令」を削る。

第２７条第１項中「次に掲げる規定」を「指定介護予防支援等基準省令

第１条の２、第２章から第４章まで及び第６章」に改め、同項各号を削る。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。


